
部活動の地域移行について
学校部活動に関する国の動き等

時期 発表元 策定物・ガイドライン等 内容等
平成30年3月

平成30年12月

スポーツ庁

文化庁

運動部活動の在り方に関する総合的なガイド
ライン

文化部活動の在り方に関する総合的なガイド
ライン

学校と地域が協働・融合した形での地域にお
けるスポーツ、芸術文化等の活動のための環
境整備を進めることが示された。

平成31年1月 中央教育審議会 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指
導・運営体制の構築のための学校における働
き方改革に関する総合的な方策について（答
申）

地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機
会を確保できる十分な体制を整える取組を進
め、環境を整えた上で、将来的には、部活動
を学校単位から、地域単位の取組にし、学校
以外が担うことも積極的に進めるべきと示さ
れた。

令和元年11月

令和元年12月

衆議院文部科学委員会
参議院文教科学委員会

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与
等に関する特別措置法」の改正案の国会審議

部活動を学校単位から地域単位の取組とし、
学校以外の主体が担うことについて検討を行
い、早期に実現することが指摘

令和2年9月 スポーツ庁
文化庁
文部科学省

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革につ
いて

令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地
域移行を図るとともに、休日の部活動の指導
を望まない教師が休日の部活動に従事しない
こととすると示された。

令和4年6月

令和4年8月

スポーツ庁有識者会議

文化庁有識者会議

運動部活動の地域移行に関する検討会議提言

文化部活動の地域移行に関する検討会議提言

令和5年度から令和7年度の３年間を「改革集
中期間」とし、休日の部活動から段階的に地
域移行すると示された。

令和4年12月 スポーツ庁
文化庁
文部科学省

学校部活動及び地域クラブ活動の在り方等に
関する総合的なガイドライン
※平成30年に策定した運動部活動、文化部活
動のガイドラインを統合し、全面改定

令和5年度から令和7年度の3年間を「改革推
進期間」と改め、休日の学校部活動の地域移
行の達成時期について、国として一律に定め
ず、地域の実情等に応じて可能な限り早期の
実現を目指すことが示された。
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学習指導要領上の部活動の取扱

改訂年 中学校学習指導要領

平成元年改訂 「部活動に参加する生徒については、当該部活動への参加によ
りクラブ活動を履修した場合と同様の成果があると認められる
ときは、部活動への参加をもってクラブ活動の一部又は全部の
履修に替えることができるものとする」と規定。

平成１０年改訂 必修クラブ活動が廃止となる。

平成２０年改訂 「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動について
は、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や
責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環
として、教育課程との関連が図られるように留意すること。そ
の際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育
施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の
工夫を行うようにすること」と規定。

平成２９年改訂 平成２０年改訂での規定に「持続可能な運営体制が整えられる
ようにするものとする」旨が追記。
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「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン（令和４年１２月

スポーツ庁・文化庁）」において示されている地域移行モデル

スポーツ庁ＨＰより抜粋
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学校部活動に係る福島市の状況

（１）生徒数推移（「福島市の教育」より）

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

Ｒ５

(R4.10

時点）

人数 8004 7996 7923 7726 7465 7149 6879 6778 6633 6528 6315 6186
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8500

市立中学校生徒数推移

●市立中学校の生徒数は年々減少している。
●各学校においては、部員数が減少し、休部・廃部となる部活動が生じており、

活動の機会が確保されにくくになっている。

○令和３年度廃部 ２校２部活動
○令和４年度廃部 ２校３部活動
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学校部活動に係る福島市の状況

（２）令和４年度部活動顧問配置状況
（「令和4年度『学校体育・保健・安全・食育』に関する調査」より）

（３）中体連大会への合同チーム参加状況
（令和４年度福島支部中体連総合大会(6月）、同新人総合大会（9月）の参加状況）

競技種目 中体連総合大会（６月） 新人総合大会（９月） 

野球 ２校 ８校（＋６校） 

ソフトボール ４校 ４校（±０校） 

バスケットボール  １校（＋１校） 

サッカー ４校 ６校（＋２校） 

 人数 割合 

競技経験あり・指導経験あり １１９ ３７．５％ 

競技経験あり・指導経験なし １５ ４．７％ 

競技経験なし・指導経験あり ９５ ３０．０％ 

競技経験なし・指導経験なし ８８ ２７．８％ 

●３割弱の教員が、競技経験も指導経験もない種目等の顧問を担当している。

●部員数減少により、単独校で大会参加ができない学校が増加している。
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令和５年度の取組予定内容

①競技団体主催週末合同練習会の実施
「陸上・剣道」

・月１回程度の実施とし、参加者から
は参加料を徴収する。

・指導は各競技団体が派遣した指導者
が行う。

・陸上は信夫ヶ丘競技場、剣道は市内
体育施設を会場とする。

②スポーツ少年団との連携
「柔道」

・休日の活動を希望する生徒はスポーツ
少年団に加入して活動する。

（地元に柔道スポーツ少年団がある、
中学校を想定）

③民間等との連携による活動

・「水泳」休日の活動を希望する生徒は民間スイミング

スクールやトレーニングセンター（市体協主催）での
活動を行う。(学校部活動は原則休日は実施しない）

④部活動指導員の配置拡大

・「部活動指導員」を８名に拡大する。
※令和元年度：５名

令和２年度：４名
令和３年度：５名
令和４年度：６名

※部活動指導員とは
中学校等において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会へ

の引率等を行うことを職務とする。(学校教育法施行規則 第78条の2
により規定）

●●中学校

教員に替わって指導を
行う。・「部活動指導員」の配置により、活動

内容の充実、教員の負担軽減を図る。

・「サッカー」福島ユナイテッドによる講師の派遣指導。

１校→２校に拡大

・「美術」本市出身の日本画家を講師に迎え、拠点とする

中学校で年数回、美術教室を開催する。
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